
紀の川市合併２０周年記念冠事業取扱要綱 

 

令和７年２月２０日 

告示第１４号 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、紀の川市合併２０周年記念冠事業（以下「冠事業」という。）の

取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（対象事業） 

第２条 冠事業の対象となる事業は、市若しくは市の機関が主催し、共催し、又は後援

する事業及び市民、市民団体等が主催する事業で、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。ただし、市長が適当と認めるものについては、この限りでない。 

（１）紀の川市合併２０周年記念事業基本方針に合致する事業 

（２）令和７年４月１日から令和８年３月３１日までに実施完了する事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象としない。 

（１）法令又は公序良俗に反する、若しくはそのおそれがあると認められるとき。 

（２）特定の政治、思想、宗教等の活動に利用される、又はそのおそれがあると認めら

れるとき。 

（３）主催者が、紀の川市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成２３年紀の

川市条例第１１号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有して

いると認められるとき。 

（４）営利を目的とするものと認められるとき。ただし、市の振興に寄与すると認めら

れるときは、この限りでない。 

（５）その他市長が適当でないと認めるとき。 

（事業の申請） 

第３条 冠事業として承認を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲

げる事項のうち、利用を希望する事項その他の所要事項を紀の川市合併２０周年記念

冠事業承認申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に記入の上、事業内容説

明書（様式第２号）を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。 

（１）「紀の川市合併２０周年記念」の冠称の使用 

（２）紀の川市合併２０周年記念ロゴマークの使用 

（３）紀の川市合併２０周年記念キャッチフレーズの使用 

（４）紀の川市ホームページ等の広報媒体による冠事業の周知 

（５）紀の川市合併２０周年記念事業啓発のための物品等の貸与 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、事業内容説明書

を省略することができる。 



（１）前項第２号、第３号又は第５号に定める事項のうち、いずれかの事項を申請する

とき。 

（２）その他事業内容説明書が不要であると市長が特に認めるとき。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市若しくは市の機関が主催し、共催し、又は後援する

冠事業については、この限りでない。 

（事業の承認） 

第４条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、紀の川市

合併２０周年記念冠事業承認（不承認）通知書（様式第３号）により、申請者に通知

するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による事業の承認に際し、必要な条件を付すことができる。 

３ 第１項の規定により承認を受けた者（以下「事業者」という。）は、市長が別に定

めるガイドラインを遵守しなければならない。 

（事業内容の変更等） 

第５条 事業者は、承認された冠事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、

直ちに紀の川市合併２０周年記念冠事業変更（中止）届出書（様式第４号。以下「届

出書」という。）により、市長に届け出なければならない。 

（承認の取消し等） 

第６条 市長は、事業者又は承認された冠事業が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該承認を取り消すことができる。 

（１）この告示に定める事項又は事業承認の際に付した条件に違反したとき。 

（２）申請書又は届出書の内容に虚偽があると認められたとき。 

（３）その他冠事業の対象として不適当であると市長が認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、紀の川市合併２０周年記念冠

事業承認取消通知書（様式第５号）により、当該取消しを受けた者に速やかに通知す

るものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しを受けた者に生じた損害について、一切の責任

を負わない。 

（事業経費） 

第７条 冠事業の実施に要する経費は、事業者の負担とする。 

（紛争の解決） 

第８条 事業者は、第４条第３項各号に掲げる事項に関して第三者との間に紛争が生じ

た場合は、自己の責任において解決するものとし、市は、損害賠償、損失補償その他

の責任を一切負わない。 

（補則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（失効期日） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効

後においても、第６条第３項及び第８条の規定は、なおその効力を有する。 

 


